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第4章 国際化の進展と通信

我々は,今 や茶の間に居ながらにして,世 界のすみずみにおける出来事を

知 ることができる。世界中の人々と直接意思を伝え合うことも可能となって

いる。世界を結ぶ国際通信ネットワークの成果である。

本章では,全 世界に広がる電気通信のネットワークについて,そ の拡充の

状況及び今後の動向を明らかにするとともに,国 際通信の発展に密接に関連

するものとして,こ の分野における国際交流及び国際協力について述べる。

第1節 国際電気通信 ネットワークの拡充

国際郵便は,1874年 万国郵便連合の創設以来,世 界を単一の郵便境域と

し,均 一の料金の下,あ らゆる輸送手段及び輸送ルー トを通 じて,い ずれの

国,い ずれの地域にも送達されてきた。

一方,国 際電気通信は,各 国の協調により通信路及び設備の進歩改良が図

られてきたが,近 年における海底同軸ケーブル,通 信衛星の出現により,今

日の国際ネットワークが形成されるに至っている。

ここでは,技 術革新 と国際化の進展を背景に,最 近,著 しく発展を続けて

いる電気通信ネットワークについて概観してみよう。

1国 際電気通信サー ビスの発展

(1)国 際 通 信量 の増 大

大 陸 間 通 信量 は 第1-4-1図 に み る とお り,急 激 な 増大 を続 け て い る。

1970年 の電 話 及 び加 入 電 信 の通 信量 は1962年 に 比べ,そ れ ぞ れ8.5倍,7.7倍

に な って い る。特 に1966年 か ら1970年 に 至 る最 近5か 年 間 の年 平 均 伸 び率 を

み る と,電 話約35%,加 入 電 信約30%に 達 し,国 際 貿易 量,国 際 観 光 客数 の
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大陸間通信量の推移

電話

,加入電信

国 際 輸出 入 総 額
一一国 際 観光 客 数

196219661970年

ITUプ ラ ン委員会資料,「 国際比較統計」(日 本銀行),官 設観光機

関 国際同盟資料に よ り作成。

(注)1.電 話,加 入電信及び電報 につ いては,ア ジア ・大 洋州,

欧州 ・地 中海,ア メ リカ州及び ア フリカ州の4地 域 相互 間

の1平 常 日当た り通信量(電 話,加 入電信につ いては課金

分数,電 報につい ては課金 語数)の 合計 であ り,域 内の通

信量 は含ん でいない。

2.そ れ ぞれ1962年 の数値 を100と した指数であ る。

伸びをはるかに上回る勢いで増加している。また,主 要国における国際電話

の通話回数の推移をみると第1-4-2図 のとおり,各 国とも1970年 には

1966年 の倍以上になっている。

我が国の国際通信量も増加の一途をたどっている。電話,加 入電信とも41

年度以降年平均伸び率は35%と 米国,欧 州諸国をはるかに上回ってお り,48

年度には電話632万 度,加 入電信1,036万 度に達している。一方,電 報は横ば

いの状態で48年度は595万 通にすぎない。このことは利用の主流が電報から
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第1-4-2図 主要国国際電話利用状況
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英国郵電公社,ド イ ツ郵電省,ア メリカ電話電信会社各年 次報告書

に よ り作成。

(注)米 国及 び英 国については発着 信,西 独については発信のみ の

利 用度数 である。

電 話,加 入 電 信へ と移 って きた こ とを示 して い る。

(2)自 動化 の進 展

電 話 及 び加 入 電 信 に あ って は 自動 化 が 進 展 し,発 信 着信 両 国 の交 換 手 が 介

在 して接 続 す る手 動 交 換 か ら,発 信 国 の交 換 手 が 着信 国 の加 入 者 を直 接呼 び

出 す半 自動 交 換,更 に は 発 信 国 の加 入 者 が 自 ら ダイ ヤ ルに よ り直 接 相 手 を呼

び 出 す完 全 な 自動 交 換 が 行 われ る よ うに な っ て きて い る。

加 入 電 信 の 自動 交 換 は1954年 に ベ ル ギ ー とス イ ス の間 に 始 ま り,1963年 に

は大 西 洋 を横 断 して 米 国 とベ ル ギ ー の間 で も開始 され,そ の 後,世 界 中に 急

速 に 進 展 して い った 。現 在,世 界 主 要 国 相互 間 の加 入 電 信 の ほ とん どが 自動

交 換 に よ り行 わ れ て お り,更 に 自動 交換 網が 世 界 のす みず み まで及 び つ つ あ
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第1-4-3図 我 が国の国際 通信量
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国際 電 電 資 料 に よ り作成 。

(注)発 信,着 信 の合 計 で 中 継 信 は含 ん でい ない 。

第1-4-4図 我 が国加入電信の 自動接続率
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国際電電資料 によ り作成。

(注)年 間を通 じて 自動接続 に より行 われ る発信

数の全 発信数 に 占める割合 である。
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る。

我が国の加入電信においては,昭 和44年 に米本土及びカナダとの間で自動

交換が開始された。その後,自 動化を積極的に進め,48年 度末で自動接続が

可能な国は54か国(60対 地)と な り,自 動接続により行われる通信は全発信

数の94.2%に 達している。

電話の自動交換は1963年,ベ ルギーとフランスの間で開始された。欧州諸

国間の通話は各国国内網の整備に伴い,自 動化が着々と進められ,現 在その

ほとんどが自動により行われるようになってきている。大陸間通話の自動化

は1970年 になってようや くニューヨーク市の一部と英国の間で開始された。

その後,欧 州諸国と米国,カ ナダ間,米 国と日本間等が自動化され,ま た,

各国国内の自動通話可能地域の拡張が行われてお り,大 陸間通話も含め,各

国の国際通話の自動化は漸次進んでいる。現在,米 国,西 独,ベ ルギー.ス

イス,オ ランダ,イ タリア及びフランスが我が国への通話を自動 化 して い

る。

我が国は48年3月,米 本土(ア ラスカを除 く。),ハ ワイ,西 独,ス イスに

対 し,自 動交換を開始した。その後,欧 州の10か国が追加され,48年 度末現

在,14か 国に自動通話が可能となっている。 しか し,我 が国において自動発

信が可能な地域が東京,大 阪,名 古屋の一部に限られているため,48年 度に

おける自動通話の全発信通話数に占める割合は0.3%に すぎず,国 際通話量

の増大とサービス向上の要請に対処するため,自 動化を強力に推進する必要

に迫られている。

(3)新 しい通信サービスの開始

国際公衆電気通信は歴史の古い電報に加え,電 話,加 入電信,専 用線 とそ

のサービスを拡大してきた。現在では,こ れら在来の通信サービスに加え,

種々の新しい通信サービスが提供されるようになってきている。国際ファク

シミリ,国 際テレビジョン伝送等はその一つであるが,と りわけ電子計算機

の発達に伴い,デ ータ通信関係のサービスの発展が著 しい。

高速度でデータの伝送が可能な高速度専用線の賃貸業務,加 入形式でデー
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タの伝送を行 うデーテルサービスが各国で開始され,ま た,米 国RCA会 社

のAIRCONや 英国郵電公社のコリンズ ・システムなど,電 子計算機を使っ

た専用線のメッセージ自動交換サービスも提供 されはじめた。

我が国においては,45年 に2,400b/sま で伝送できる高速度専用線の賃貸

業務46年 に国際デーテル,更 に48年 にはメヅセージ自動交換サービス 「国

際オー トメックス」が開始 された。

現在,こ れらの新しい通信サービスを利用 して,商 社,航 空会社等が世界

を結ぶデータ通信 システムを形成 し,ま た,米 国の企業は国際的な電子計算

機の商用タイムシェアリングサービスを開始 している。更に,各 国の銀行を

結んだ共同のデータ通信システムが検討されは じめるなど,デ ータ通信に対

する需要はますます高まっており,デ ータ通信関係の通信サービスは今後と

もなお一層発展するとみられる。

2広 帯域通信回線の発展

近年における国際通信の発展は良質な国際伝送路の拡充によるところが極

めて大 きい。大量の通信のぞ通,自 動化の進展,高 速度通信サービスの提供

等は,帯 域が狭 く,フ ェージングがあ り,し かも同一周波数で長時間継続し

て通信することが不能な短波回線が,海 底同軸ケーブル,通 信衛星による広

帯域通信回線に代わらなければ不可能であった。

(1)海 底ケーブル

海底ケーブルの歴史は古い。マルコー二に よって無線通信が発見されるま

では電気通信はすべて有線に頼っていた。1850年,ド ーバー海狭に,続 いて

1866年,大 西洋を横断 して海底電信ケーブルが敷設され,こ れを契機に列強

は競って世界を結ぶ海底電信ケーブルの敷設に乗 り出した。特に英国は国策

としてケーブルを敷設 し,当 時,世 界の海底電信ケーブルの約60%を 所有す

るに至 った。

1899年,マ ルコー二が無線電信の実験に成功 して以来,英 国以外の諸国は

英国の海底ケーブル網に対抗するため,無 線通信の発展に力を注いだ。その
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結 果,無 線 通 信 が 発 展 し,遠 距離 の通 信 は ほ とん ど短 波 に よって 行 わ れ る よ

うに な り,国 際 通 信 に お け る有 線 の地 位 は 低 下 して い った 。 しか し,海 底 ケ

ー ブル の研 究 は そ の 後 も続 け られ,周 波 数 帯 域幅 が広 く,か つ 伝 送 品質 の良

い 同軸 ケ ー ブル が 開 発 され,ま た,信 頼 性 の 高 い海 底 中継 器 も開 発 され た。

第2次 世 界 大 戦 後 の1956年,英 国 ・米 国 間 に 大 西洋 を横 断 す る同 軸 ケ ー ブ

ルが 敷 設 され た 。 これ はTAT-1(TransatlanticTelephoneCableNo,1)

と呼 ば れ,以 前 の ケ ー ブル の よ うに ケ ー ブル1条 で1回 線 しか 得 られ な い も

の では な く,4kHzの 電話36回 線 の容量 を もつ もので あ った 。 この ケー ブル

の成 功 は各 国 の海 底 ケー ブルへ の関 心 を 呼 び 起 こ し,こ れ 以 後,大 西 洋,太

平 洋に 次 々 と海 底 同 軸 ケ ー ブ ルが 敷 設 され て い った。

現在,世 界 の海 底 同 軸 ケー ブルは 第1-4-5図 の とお り,大 西 洋,太 平

洋 には りめ ぐら され,通 信 量 の多 い2地 点 を結 ぶ 回線 と して,衛 星 回線 と と

もに国 際 通 信 に 重要 な役 割 を果 た して い る。

我 が 国に おい て は,国 際 電電 が1964年6月,太 平 洋 ケ ー ブル(TPC)を ア

メ リカ 電話 電 信 会 社 及 び ハ ワイ電話 会社 との 共 同 出資 で,日 本一 グ ア ム

ー ウ ェー キー ミ ッ ドウ ェイー ハ ワイ問 に敷 設 した。TPCの 開 通 に よ

り,す べ て 短 波 回 線 に 頼 っ て い た我 が 国 の国 際 通信 は初 め て広 帯域 回線 を持

つ こ と とな った 。TPCは 電話 換 算138回 線 を もつ 海 底 同 軸 ケ ー ブル で,現

在 で も最 も重 要 な 国 際 通信 回線 の一 つ とな っ て い る。

また,1968年 に は,国 際 電電 と大 北 電 信 会 社 との共 同建 設 に よ り日本 海 ケ

ー ブルが 完 成 した 。 同 ケ ー ブル は,シ ベ リア経 由 で我 が 国 と欧 州 を 結ぶ 重 要

な 国際 通 信 幹 線 とな っ て い る。

(2)通 信 衛 星

無線 通信 に あ って はVHF帯,UHF帯,そ して マ イ ク ロ波 帯 と周波 数 の

範 囲 が拡 大 す るに 伴 い,伝 送路 の広 帯域 化 が 進 み,超 多 重 伝 送,テ レビ ジ ョ

ン伝 送 な ど も可 能 とな った が,大 洋 上 に マ イ ク ロ波 中継 局 を置 くこ とが で き

な い た め,大 洋 を横 断 す る長 距 離 の広 帯 域 回 線 を設 定 で きな い で い た。1957

年10月,ソ 連 が 人 工 衛 星 ス プー トニ ク1号 の打上 げ に成 功 した こ とに よ り,
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人 工 衛 星 に よる 通信 が 注 目 を集 め,以 後,衛 星 通 信 は急 速 に実 用 化 のみ ち を

歩 ん で い った 。

1958年,米 国 は ス コア衛 星 に よ りアイ ゼ ンハ ワー大 統 領 の ク リス マス メ ッ

セ ー ジを地 上送 信 す る こ とに 成 功 した 。続 い て1962年,米 国は,地 上 か らの

電 波 を 受 信 し増 幅 して送 り返 す 能 力 を もった テル ス ター1号 を打 ち 上 げ,衛

星 を 経 由 した 通話 の実 験 に 成 功 した 。 同時 に フラ ンス と英 国 では この 衛星 を

利 用 して大 西 洋 を越 え て米 国 か らの テ レビ信 号 の受 信 に成 功 した 。 そ の 後,

日米 間 の テ レビ信 号 の送 信 に 成 功 した リレー1号(1962年),テ ル ス タ ー2

号(1963年),リ レ ー2号(1964年)と 通信 衛 星 が 次 々に打 ち上 げ られ,通

信 衛 星 の 実 用性 が 実 証 され て い った 。 更 に,1963年7月 に は,地 球 の 自転 と

同 じ周 期 を もつ シ ン コム2号 が 打 ち上 げ られ,静 止 衛星 に よ る世 界 通 信 ネ ッ

トワー クの実 現 に一 歩 を踏 み 出 し,翌1964年 に は 静止 衛 星 シ ン コム3号 を経

由 して東 京 オ リンピ ッ クの世 界 テ レビ中継 が 行 わ れ た 。

この よ うに 衛星 通 信 技 術 が 発 達 す る中 で,1961年7月,ケ ネ デ ィ大統 領 が

通 信 衛 星 政策 の基 本 路 線 を 発 表 し,通 信 衛 星 組 織 の 国際 化 を 明 らか に した こ

とに よ り,衛 星 通 信 の国 際 組織 を設 立 しよ うとす る動 きが 活 発 と な っ た 。

1963年 米 国政 府 は公 衆 通 信 衛 星組 織 の 開設 に 着 手 す る こ とを 明 らか に し,翌

年 米 国 は世 界 商 業 通 信 衛 星 組織 に 関す る暫 定 協 定 の試 案 を各 国 に 送 付 した 。

1964年8月20日 「世 界 商 業 通信 衛 星 組 織 に 関 す る暫 定 的 制 度 を 設 立 す る協

定 」 及 び 「特 別 協 定 」 が 我 が 国 を は じめ11か 国 に よ って署 名 され,同 日付 け

で発 効 した 。 こ こに,世 界 商 業 通信 衛 星 組 織 に 関 す る暫 定 制 度(イ ンテ ル サ

ッ ト)が 成 立 し,宇 宙 通 信 を実 用化 し,そ れ を 商 業 ベ ー ス で全 世 界 の 利 用 に

供 す る 国際 的 な組 織 が 設 立 され た。

そ の後,イ ンテ ルサ ッ トは 衛 星通 信 の開 発 を 進 め,電 話 換 算240回 線 の ア

ー リー バ ー ド(1号 系)か らH号 系 を経 て,皿 号 系 衛星 を打 ち上 げ,グ ロー

バ ル 衛 星 シス テ ムを完 成 した 。48年 度 末 現 在,電 話換 算約5,000回 線 の容 量

を もつIV号 系 衛 星 が,太 平 洋,大 西 洋,イ ン ド洋 上 に 計5個(う ち1個 は 軌

道上 予 備)打 ち上 げ られ,世 界 の通 信 の か な め とな って い る。衛 星 に対 応 し
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て各 国地 球 局 の増 加 も著 し く,地 球 局 数 は54か 国86局 に 達 して い る(第1-

4-6図 参 照)。

また,制 度 的 に も1973年2月 に暫 定 的 な制 度 か ら恒 久 的 な制 度 に 移 行 し,

当 初11か 国で あ った 加 盟 国 は48年 度 末 に は85か 国 とな っ て い る。

一 方 ,ソ 連 は1968年 に イ ンテ ル サ ッ トと競 合 す る形 で,イ ン タ ース プー ト

ニ ク構想 を発 表,1971年11月,同 組 織 が 設 立 され た 。 この組 織 も国際 的 な宇

宙 通 信 の た め の 国際 機 関 と され て い るが,現 在 まで構 成 国 は ソ連 等9か 国 に

と ど まっ て い る。 衛 星 は 現 在 ソ連 の モル ニ ア衛 星 が 複数 個 使 用 され て い る。

3国 際電気通信 ネ ッ トワー クの今後 の動向

(1)世 界の動向

世界の国際電気通信ネットワークは通信衛星,海 底同軸ケーブル等,大 容

量,高 品質の国際伝送路の建設によって急速に拡充されつつあるが,今 後と

も経済,文 化の活発な交流に伴って国際間の情報交流はますます増大するこ

とが予想され,国 際電気通信 ネットワークの 建設推進はなお一層必要であ

る。

インテルサッ トでは,現 在使用しているIV号系衛星では将来の需要を賄い

きれないと予測しており,IV号 系を改良した電話換算約7,000回 線を収容で

きるIV-A号 衛星の打上げを50年 に予定 している。また,更 に将来のため

に,時 分割多重方式,ミ リ波通信方式等,各 種の新技術を取り入れた電話換

算12,000～13,000回 線をもつV号 系衛星の研究が53年 ごろの打上げを目途に

続けられている。

各国の地球局の建設も急ピッチで進められている。48年 度中に新たに12局

が開局 し,更 に50年末までに30局を王回る地球局の開設が予定されている。

また,新 たに,船 舶,航 空機等の移動体と地上 との間に衛星を利用した通

信ネットワークを形成しようとする計画が進められている。現在,船 舶や航

空機に発着する通信のうち,大 洋航行中等,遠 距離の通信は短波帯の周波数

にょり行われているが,短 波帯の周波数は世界的に需要が多く混雑のため混
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信を受けやすく,ま た,電 波伝搬の特性からフェージングなどの影響を受け

るため通信の品質が悪 く,信 頼性が低い。そのため,衛 星を利用する通信ネ

ットワークの形成は,こ れ ら欠点を補 うものとして期待されている。海上衛

星については,米 国が軍用を中心 としたMARISAT衛 星を50年早期に打ち

上げるのをはじめ,欧 州宇宙研究機構(ESRO)で は,実 験用衛星MAROTS

を52年 中ごろに打ち上げる計画を持っている。また,国 際的な海上衛星機構

(INMARSAT)を 設立する準備が行われており,50年4月 に,こ のための

政府間会議が開催される予定である。航空衛星については,米 国,ESRO及

びカナダにより,実 験用衛星AEROSATを2個 大西洋上に打ち上げる計画

(共同AEROSAT評 価計画)が49年8月 から開始された。

一方 ,通 信量が増大するに従い,通 信路が と絶 した場合の混乱は極めて大

きいものがあると予想され,宇 宙空間を使用する衛星回線 と海底に敷設 され

るケーブル回線とが相互に補完 し合って信頼性の高い世界通信ネ ットワーク

を建設 していく必要がある。

現在,大 西洋,太 平洋地域で新 しい海底ケーブルの建設が進んでいる。大

西洋地域では,48年5月,欧 州 と南米を結ぶ回線として電話換算160回 線の

第1ブ ラジル ・カナ リー群島間ケーブル,49年6月,英 国とカナダを結ぶ電

話換算1,840回 線の第2カ ナダ大西洋横断ケーブルがそれぞれ運用を開始 し

ている。更に,米 国とフランスの間に電話換算4,000回 線の第6大 西洋横断

ケーブルの建設が,欧 州の通信主管庁と米国の私企業合わせて20団体の参加

の下に,51年 完成を目途に進められている。

太平洋地域では,沖 縄一 グアムー ハワイー 米本土を結ぶ 電 話 換 算

845回線の第2太 平洋ケーブルが50年 に完成する予定である。この計画には,

我が国から国際電電が,米 国,オ ース トラリアの通信企業体とともに参加 し

ている。

(2)我 が国の動向

我が国も通信量の増大に対処 し,通 信サービスを向上させるため,積 極的

にネットワークを拡充 してきた。対外回線数は37年度末の271回 線から48年
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度 末に は1,933回 線へ と著 し く増 大 して い る。 これ を電 話 級 回 線 に 換 算 して

伝 送 路 別 の 推 移 を み た もの が 第1-4-7図 てあ り,こ こ数 年,回 線数 の増

加 は す べ て 広 帯域 回線 に よっ て い る。38年 度 末 に は100%短 波 回 線 で あ った

が,48年 度 末 で は 海 底 ケ ー ブル 回線 と衛 星 回 線 で82.6%を 占め るに 至 っ て い

る。

第1-4-7図 伝送路別回線数 の推移
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更に,イ ンテ ル サ ッ トで の積 極 的 な活 動,各 国 の地 球 局 建 設 に 対す る コ ン

サ ル テ ィング活 動 等 を通 じて世 界 の衛 星 通 信 ネ ッ トワー クの拡 充 に寄 与 して

い る と とも に,前 述 の第2太 平 洋 ケ ー ブ ル計 画 に 参加 す る な ど,国 際 電 気 通

信 ネ ッ トワー クの建 設 を 推 進 して い る。

我 が 国 の 国際 電 気 通 信 に お い て は韓 国等 ア ジ ア諸 国 との通 信 量 が年 々全 通

信量 に 対す る比 率 を高 め て い るが,そ の サ ー ビス に は満 足 で きな い点 も少 な
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くないため,近 年,特 にアジア諸国との通信網の整備拡充が積極的に行われ

ている。

フィリピン,香 港,シ ンガポールとの太平洋ケーブルを経由する直通回線

の設定,イ ン ド,中 国等地球局が完成 した国とのインテルサ ット衛星経 由の

直通回線の設定,ま た,日 本 ・韓国間にUHFを 利用した対流圏散乱波通信

方式によるOH回 線の設定 と,着 々良質な直通回線が増設 され,以 前の短波

回線しかなかった時代に比べると大幅に改善 されてきている。

また,49年9月 には日韓間OH回 線を約2倍 の252回 線にする工事を完了

するとともに,51年 に完成予定 の電話換算480回 線の容量をもつ日中間海底

ケーブル建設計画,東 南アジアケーブル計画の一環として沖縄一 フ ィリピ

ンー 香港を結ぶ海底ケーブル建設計画などが進ちょくしてお り,ア ジア各

国の新地球局開設と相まって,ア ジア諸国との国際電気通信ネットワークの

整備拡充はなお一層進展するものと予想される。

第2節 通信における国際交流及び国際協力

1国 際放送及び番組交換

我が国と諸外国との友好関係を維持 してい くためには,諸 外国に対 して正

しい日本の姿を紹介するとともに,日 本国民が諸外国の実情をよく理解する

必要がある。 このため,我 が国をは じめ各国は,国 際放送や放送番組の交換

を通 じて,国 内事情,歴 史,文 化,芸 術,風 俗,自 然などの紹介を行ってお

り,国 際間の友好関係の増進と協力関係の樹立に大きな貢献を している。

(1)国 際 放 送

我が国の国際放送は,NHKを 通 じて行われている。48年 度においては,

全世界に向けて,21の 言語を用い,1日 延べ37時 間の放送を行っている。放

送番組は,ニ ュース,解 説番組,イ ンフォメーション番組,芸 能番組,ス ポ

ーッ番組及び特集 ・特別番組があ り,ニ ュース及び解説番組は,日 本の姿,

日本の現状等を正 しく伝えるとともに,内 外を問わず世界的に関心の高い題
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材を重点的に取 り上げ,日 本の立場や反響などを紹介することによって,国

際間の相互理解と親善に貢献している。インフォメーション番組は,我 が国

の社会 ・文化の現状と特質を日本人の生活,風 土,伝 統,思 考などを背景に

伝えるとともに,産 業の紹介,日 本各地の話題など幅広い番組の放送を行っ

てお り,我 が国への正 しい理解に役立っている。また,芸 能番組及びスポー

ツ番組は,我 が国の古典音楽,歌 謡曲,相 撲中継などを通 じて,娯 楽を提供

するとともに,日 本の文化,伝 統などを紹介することによって国際間の友好,

親善に役立っている。このほか,我 が国での大きな話題,国 家的な行事に際

しては特集 ・特別番組を放送している。このような我が国の国際放送に対す

る海外の反響は年々高いものとな っ て お り,放 送番組に対する年間投書数

も,48年 度は6万4,262通 あ り,47年 度に比べ1万1,912通 の増加であった。

これらの投書によれば,報 道番組では 「アジア・ニュース」,イ ンフォメー

ショソ番組では 「やさしい日本語」,「日本このごろ」などの番組が好評を博

している。

一方 ,諸 外国からの我が国向け国際放送としては,14か 国が日本語放送を

行っている(第1-4-8表 参照)。 近年,国 際化が進展するに伴って,海

外への関心が高まってお り,各 国の政策,情 勢,話 題などを知る上の参考と

して利用されている。これらの放送のうち,英 国のBBC放 送が行っている

英語講座や北京放送が行っている中国語講座への反響が大 きい。

(2)番 組 交 換

国際間の相互理解と友好,親 善を増進するため,我 が国の放送関係機関と

諸外国の放送関係機関との間で協定を結び,そ れぞれの放送機関が制作した

テレビーラジオ番組の交換を行っている。

我が国の番組交換は,NHK及 び民間放送が個別に行っているものと財団

法人放送番組センターが中心になって行っているものとある。

NHKは,ラ ジオ放送においては昭和26年 度から,ま た,テ レビジョン放

送においては34年 度から番組交換を開始し,海 外との文化交流に大きな足跡

を残 してきた。現在,NHKは,ア ジア放送連合(ABU)の 正会員,ヨ ーロ
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第1-4-8表 世界各国か らの 日本語放送

,(昭 和49年7月 現 在)

国 名 放 送 局 名 放送時間(JST) 主 な 内 容

ア ル ゼ ンテ ィ ソ

エ ク ア ド ル

オ ー ス トラ リア

英 国

西 独

ヴ ァ チ カ ン

米 国

フ ィ リ ピ ン

韓 国

ソ 連

アルゼ ンテ ィン

放 送
(RAE)

20:00～21:00

(月 ～ 金)

ア ンデ ス の声 放 送20:30～2115

(HCJB)

ラ ジオ ・オ ー ス

トラ リア

(ABC)

BBC放 送

ドイツ海外放送

ヴァチ カン放送

極 東 放 送

(KGEI)

極 東 放 送

(FEBC)

ソ ウ ル 放 送

(KBS)

モス ク ワ放 送

19:00～20:00

07:00～07:30

20:00～20:30

20:20～21:20

06:50～07:05

(火,木,土)

20:00～21:00

L9:00～20:30

22:00～23:00

O

只
V
O

8

1

0

0

1

1

2

7

7
R
)
Q
/
9

1

3

1

1
1

1

1

2

2

00～Ol

OO～06

30～11

30～19

30～23

00～17

30～18

15～19

00～19

30～20

00～22

00～23

0

0

0

0

∩
)

0

0

0

3

0

30.

15

00

30

00

30

30

ブェ ノスアイ レスのか なたに

(気候 ・風土)
アル ゼ ソテ ィンの現状 紹介,

民謡

お便 り紹 介 と リクェス ト音楽
南米 トピックス

ニ ュー ス,オ ー ス トラ リア 紹

介

オ ー ス トラ リア トピ ックス

ニ ユー ス,新 聞 論 調

レ ター ボ ック ス,話 題

英 語 で ど うぞ

音 楽,ニ ュー ス

若 い 世 代,ド イ ツ あ ち こち

法 王 の お 話
カ ソ リ ノク ニ ュ ー ス

サ ン フ ラ ン シ ス コ便 り
ヒ ッチ ハ イ ク ミュ ー ジ ック

(話 題 と音 楽)

ニ ユ ー ス,話 題

お便 り コー ナ ー

中
06国 北 京 放 送
18

30～07

30～00

ニ ユ ー ス,解 説

韓 国 語講 座

ニ ュー ス,解 説

お便 り紹 介,民 謡
ロ シア 語講 座

ooニ ュー ス,論 評,新 中 国 紹 介

25お 便 りの 時 間,中 国 語 講 座

鮮
民

朝
人

一一
義

鮮
主
国

朝
主
和

北
民
共

ー

ヴィエ トナ ム民

主共和国

平 壌 放 送

ヴ ィエ トナ ム の

声 放 送

12:00～12:50

18:00～23二55

-

1

3

0

2

2

00～Ol

30～22

30～24

0

0

0

3

0

0

ニユー ス,解 説

祖 国建設紹介

ス リ ・ ラ ン カ

ニ ユー ス

ヴ ィエ トナ ムの 民 謡

… ラ・・放送i20(00～20:月曜のみ)151至 呈二 鷲 塞 り

NHK資 料に よる。
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ッパ放 送 連 合(EBU)の 準 会 員 と して連 合加 盟 放 送 機 関 との間 で番 組 交 流,

衛 星 中 継 の 実 施,駐 在 特 派 員 へ の 相互 協 力 な ど を行 うと と もに,米 国,ソ

連,ス ペ イ ンな ど11か 国 の放 送 機 関 と協 力協 定 を結 ん で番 組 の交 換 を行 って

い る。 最 近 に お け るテ レビ及 び ラ ジオの 番組 交 換 実 績 は 第1-4-9表 の と

お りで あ る。

第1-4-9表NHKに おける最近の番組交換実績
ヒ＼

-

年 度

区 別

昭和45

46

47

48

テ レビジ ョン放送番 組

送

729

出 障 入 れ

項 目i項 目
760

1,213 473

1,085 75

932 186

ラジオ放送番組

送

3,438

副 受 入 れ
項 目 項 目

913

2,796

2,948

2,431

876

866

805

NHK資 料に よる。

NHKが 海外に提供している番組は,テ レビでは劇映画,ド キュメンタリ

ー,産 業 ・文化などの紹介番組が主な内容であり,最 新の日本の文化を海外

に紹介する文化二詰一ス(毎 月2回),ABU加 盟国相互間が文化や生活慣習

などの話題を短編フィルムで交換するrABUマ ガジン(年4回)」,EBU主

催の 「青少年向け ドキュメンタリー番組交換計画への参加番組(年1回)」 な

どがある。ラジオでは主として米国の教育放送局や東南アジアの国営放送局

へ提供 しており,国 際放送の日本紹介番組や娯楽番組あるいは国内放送の音

楽番組を再編集 したものが中心 となっている。

海外から受け入れている番組は,テ レビでは各国の風俗,産 業などを紹介

するものが主であり,欧 州諸国から受け入れているものが多い。また,ラ ジ

ォにおいても欧州諸国からの受入れが90%以 上を占めており,そ のほとんど

が著名な音楽祭,音 楽 コンクール,放 送コンサー トの模様を紹介す るもので
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ある。

最近,日 本人の海外進出が盛んになるに従って,我 が国への関心が高 まっ

ており,海 外の放送機関が 「日本のタベ」として長時間にわたる特集番組を

編成する傾向が目立っている。フランス,フ ィンランド,西 独,ソ 連及びポ

ーランドにおいて既に実施されてお り,特 にポーラン ドでは,48年 度に6時

間にわたる 「日本のタベ」を放送した。

放送番組センターは,民 間放送の教育教養番組の充実と向上を目的として

43年 に設立され,業 務の一つとして海外との番組交換を行っている。放送番

組センターの番組交換業務は,海 外に日本の正 しい姿を紹介するため,独 自

の放送番組を 制作す るとともに,放 送事業者が 制作 した番組の 提供を受け

て,こ れ らの番組を海外の放送機関に提供することと海外の放送機関が制作

した番組を国内の民間放送にあっせんすることを行っている。特に,47年7

月,日 米文化教育会議の勧告に基づき外務省の依頼を受けて,放 送番組セン

ターが日米放送番組交流のための日本側の事務局を担当することになって以

来,番 組交換業務が活発になった。 また,国 際交流基金の要請により,ラ イ

ブラリー番組の 海外版を制作 し,在 外大公使館を通じて 各国に 配布してい

る。放送番組センターが48年度に完成 したテ レビジョン放送用大型特別制作

番組rTV・TV-NIPPON」 とrJAPAN」 は海外で好評を博 している。

2開 発途上国援助

く1)概 況

我が国の国際協力活動は非常に多岐にわたっているが,大 別すると政府資

金により行 う政府ベース国際協力と民間資金により行 う民間ベース国際協力

とがある。政府ベースによる国際協力は,2国 間の合意に基づいて援助が実

施される2国 間国際協力と国際機関等を通 じて援助が実施される多国間国際

協 力とがあり,更 に2国 間国際協力は,海 外経済協力基金,日 本輸出入銀行

を通 じて行 う円借款,贈 与等の資金協力と研修員の受入れ,専 門家の派遣等

を通 じて行 う技術協力とに分けられる。
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(注)1.研 修 員の受 入れ,専 門家の派遣 とも国連計画に よるものを除 く。ただ し,郵 便 のAOPU計 画は含む。
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一般要請 ぞ～,専 門家の派遣 につ いては地域計画,政 府一般要請,農 業協 力事業及び医療協 力事業の総計であ る。

4.同 一 人が2年 度にわた り派遣 された場合は,両 年度に計上 した。

『
もo
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技 術協 力 は,開 発 途 上 国 の経 済 ・社 会 開 発 のた め に 人 と人 との 接 触 を通 じ

て協 力活 動 を行 お うとす る もの で あ る。

通 信 は 極 め て技 術 的 色 彩 が 強 く,シ ス テ ム化 され な い と機 能 を 発 揮 しな い

こ と,ま た,機 材,資 金 等 を 贈 与 す るだ け で 相 手 国側 に そ れ を 受 け 入 れ,使

い こなす だ け の 技 術 力 が 備 わ って い な い と十 分 運 用 で きな い こ と もあ って,

通 信 分 野 での 国 際 協 力 で は,人 材 を養 成 しな が ら技 術 レベ ル の 向 上 を 図 って

い く技 術 協 力 活 動 に 重 点 が置 か れ て きた 。

技 術 協 力 活 動 は 現 在,研 修 員 の 受 入れ,専 門家 の派 遣,開 発 調査 及 び海 外

技 術 協 力 セ ンタ ーの 設 置,運 営 を通 じて行 わ れ て い る。2国 間 国際 協 力 の実

績 を み る と48年 度 末 ま でに 受 け 入 れ た 研 修 員 の 数 は1,945人 で政 府 全 体 の1

万5,508人 に対 し12.5%,専 門 家 の 派 遣 人 員 は530人 で政 府 全 体 の3,789人 に

対 し14.0%を 占め て い る(第1-4-10表 参 照)。 また,海 外 技 術 協 力 セ ン

ター と しては48年 度 末 まで に モ ソ ク ッ ト王 工 科 大 学(旧 タイ電 気 通 信 訓 練 セ

ン ター),パ キ ス タ ン電 気 通 信 研 究 セ ン ター,メ キ シ コ電 気 通 信 訓 練 セ ン ター

及 び イ ラ ン電 気 通 信研 究 セ ン ターが 設 置 運 営 され て お り,こ れ ら セ ン ターを

運 営 す るた め に延 べ303人 の専 門家 が 派 遣 され て い る。 電 気 通 信 網 の建 設,

テ レビ ジ ョン放 送網 の建 設 等 のた め の開 発 調 査 団 の派 遣 も,48年 度 末 ま でに

34件,延 べ229人 に及 んで い る。

技 術 協 力活 動 は従 来 ア ジア地 域 を中 心 に 行 わ れ て きた 。 第1-4-11表 の

とお り,研 修 員 の受 入 れ では,40年 度 以 降,受 け 入 れ た 総 数1,512人 の うち,

ア ジ ア地 域 が753人(49.8%),中 近 東 ア フ リカ地 域 が410人(27.1%),中 南

米地 域 が349人(23.1%)と な って い る。 これ を経 年 別 に み る と44年 度 まで

は,ア ジア地 域 か らの 研 修 員 が 過 半 数 を 占め て い るが,45年 度 に は ア ジア以

外 の地 域 が 過 半 数 を 占め るに 至 った 。 また,専 門 家 の 派遣 に おい ては,40年

度 以降 派 遣 した総 数414人 の うち,ア ジア地 域 が275人(66.4%),中 近 東 ア

フ リカ地 域 が65人(15.7%),中 南 米地 域 が74人(17.9%)と な って お り,

大 部 分 が ア ジア地 域 に 集 中 して い る。経 年別 に み て も48年 度 まで ア ジ ア地 域

が 過 半 数 を 占め 続 け て い る。 しか しな が ら,最 近 で は ア ジ ア以外 の各 国 か ら
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研修員の受 入れ及び専門家の派遺の地域 別 ・年 度別推移
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45

24
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26
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8

33
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45
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41
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37

37
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35

lo

7

52

45
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74

36
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38

6

6

50

46

95

49

45

189

34

7

4

45

47

70

56

64

い9・

34

14

8

56

48

91

65

69

225

36

12

12

60

合 計

(49.8)
753

(27.1)
410

(23.1)
349

(100.0)
1,512

(66.4)
275

(15.7)
65

(17.9)
74

(100.0)
414

(注)i.研 修員の受入れ,専 門家の派遣 とも国連計画に よるものを 除 く。 た だ

し,郵 便のAOPU計 画 は含む。

2.専 門家の派遣は,開 発 調査及び海外技術協力セ ンター要 員を除 く。

3.同 一 人が2年 度にわた り派遣 され た場合は,両 年度に計上 した。

の 要 請 が 高 ま って お り,研 修 員 の 受 入れ,専 門家 の派 遣 に お い て もア ジア以

外 の地 域 の 占め る比率 が高 くな って きて い る 。

各 国 との 関 係 で み る と第1-4-12図 の よ うに,ア ジア地 域 で は,韓 国,

タイ,イ ン ドネ シ ア,パ キ ス タ ン,カ ンボデ ィア との 関 係 が 密 接 で あ り,中

南 米地 域 では メ キ シ コ,中 近 東 ア フ リカ地域 で は イ ラ ンとの 関 係 が深 い。

協力 関係 を分 野 別 に み る と,研 修 員の 受 入 れ で は,40年 度 以 降受 け入 れ た

研 修 員 の総 数1,512人 の うち電 気 通 信 関係 で1,017人(67.3%),電 波 ・放 送

関 係 で360人(23.8%),郵 便 関係 で135人(8,9%)と な って い る。 電気 通 信

関 係 で は各 分 野 に つ い て 研 修 員 の受 入 れ が 平均 化 して い るが,マ イ ク ロ ウ ェ

ー ブ技 術 及 び経 営 管 理 の関 係 の 研 修 が比 較 的 高 い シ ェ アを 占め て い る。 電
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第1-4-12図 地域別 ・国別技術協力状況

研修員の受入れ 専門家の派遣

その他

波 ・放 送 関 係 で は,そ の大 部 分 が テ レ ビ ・ラ ジオ技 術 に 関 す る もの で あ る。

また,専 門 家 の派 遣 で は,40年 度 以 降 に派 遣 した 総数414人 の うち 電 気 通信

関 係 で195人(47.0%),電 波 ・放 送 関 係 で174人(42.1%),郵 便 関 係 で45人

(10.9%)と な って い る。 電 気 通 信 関 係 で は,電 話 網 ・搬 送 ケ ー ブル,マ イ

ク ロウ ェー ブ,テ レ ックス 関 係 の分 野が 多 く,電 波 ・放 送 関 係 で は テ レビ ・

ラ ジ オ関 係 の 専 門 家 が大 部 分 で あ る(第1-4-13図 参 照)。

第1-4-13図 分野 別 技 術 協 力状 況

研修 員 の受 入れ 専 門 家 の派 遣
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135(8。3%)

アレビ・(8・9%

、2薪灘512葵 電灘 一
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組 波無線

(6,4%〕

〔6.5%1

衛星通偲冠詰交換(6.0%}

〔5.7%)
(5.8%,(5層8%}
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(2)具 体例 にみ る援 助 の 状 況

以下,我 が 国 の通 信 分 野 に お け る各 国別 技 術 協 力 状 況 の一 端 を タイ及 び イ

ン ドネ シアに つ い て概 観 す る こ と とす る。

ア タイ

タ イに電 気 通 信 が 導 入 され た の は1875年 で あ り,既 に100年 の歴 史 を有 し

て い る 。 また,放 送 の 歴 史 も古 く,ラ ジオ放 送 は1931年 に,テ レビ ジ ョ ン放

送 は1955年 に 開 始 され て お り,我 が 国 とほ とん ど変 わ らな い歴 史 を有 して い

る。 しか し,タ イの 通 信 事情 は,電 話 の 普 及 率 は1973年1月1日 現 在100人

当 た り0.61台,ま た,ラ ジオ の普 及 率 は1969年12月 末 現 在 で8%,テ レビ

の普 及 台 数 も1971年1月 末 現在 で23万 台 と,極 め て低 い 水 準 に とど まっ てい

る。

タイ政 府 は,電 気通 信 設 備 を整 備 す るた め,1954年 に タイ電 話 公社(TOT)

を設 立,数 次 に わ た る長 期 計 画 を実 施 す る と ともに,1971年 に 開 始 され た 第

3次 国 家 経済 社会 開発 計 画 に お い て は,首 都 圏 電 話 網 を大 幅 に 増 強 す べ く計

画 中 で あ り,ま た,テ レ ビジ ョン放 送に つ い て も1966年 か ら全 国 テ レビ ジ ョ

ン放 送 網 計 画 が 推 進 され て い る。

通信 分 野 に おけ る我 が 国 と タイ との技 術 協 力 関 係は,同 国 の技 術者 が極 め

て不 足 して い る状 況 に か ん がみ,技 術 者 を養 成す る こ とに よ って,技 術 水 準

の 向上 を図 り,通 信 の 発展 を 図 る意 図 の 下 に,36年 に 研 修 員 の受 入 れ と専 門

家 の派 遣 を開 始 して 以 来,48年 度 末 まで に総 計189人 の 研修 員 の受 入 れ と延

べ35人 の 専 門 家 の派 遣 を行 って きた 。

タイへ の 技 術協 力活 動 の中 で 特 筆 され る のは,我 が 国 が海 外 技 術 協 力 の一

環 と して,初 め て海 外 セ ン ター設 立構 想 の具 体 化 に着 手 した と き,タ イが そ

の対 象 国 と して第 一 に 取 り上 げ られ た こ とで あ る。 この構 想 は1959年3名 の

調査 団 に よる事 前 調 査 を行 った の ち,翌1960年8月24日,両 国 間 に 「電 気 通

信 訓 練 セ ン ターの 設 立 に関 す る 日本 国 政府 と タイ王 国政 府 との 間 の協 定 」 が

交 わ され,こ の協 定 に基 づ いて 具 体 化 され た もので あ る。

当初 に おけ る セ ンタ ー設 立 の 目的 は,初 級 及 び 中級 技 術 者 の再 訓練 と新 規
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養成を主眼 とし,1年 間の普通科と3か 月間の専修科が設けられたが,1年

を経ず して一般の高専と同等の3年 制の短期大学に昇格 し,1964年 にはその

名称をノンブ リ電気通信大学と改めた。その後,同 大学は西独の援助の下に

設立された タイ西独高専及びUNESCOの 援助の下に設立された トンブリ高

専を併せ,3年 制の上に2年 の上級 コースを加え,更 に工科系教員の養成コ

ースを設立 して,名 称をモンクット王工科大学と改めた。その結果,当 初の

センターは,モ ンクット王工科大学の電気通信学科として存続することとな

った。同大学に対する我が国の協力は,48年 度末までに延べ51人 の要員を派

遣 したほか総計1億9,846万 円にのぼる機材を供与した。更に,同 大学の移

転拡充計画に対 して,47年 度において校舎,体 育館等の 建設について1億

6,320万 円の贈与が行われた。 また,同 大学の教員を目指 して,現 在18名 が

日本の大学院で勉強を続けているが,日 本からも8名 の専門家を派遣して,

通信工学,電 子工学,自 動制御工学などの教べんをとりながら,指 導者の育

成に力を注いでいる。同大学がタイの技術者の養成,訓 練に果た してきた足

跡は非常に大きなものがあ り,関 係者のみならず各国から高い評価を受けて

いる。

同国のテ レビジョン放送は,1955年 に開始されたが,1965年5月 の閣議で

今後数年間にテレビジョン放送の標準方式を525本 から625本 に改め,新 方式

に よる全国テレビジョン放送網を建設することが決定された。そ して,こ の

計画を達成するため,我 が国に対し経済的,技 術的協力が求められた。我が

国はこの要請にこたえて翌1966年,タ イのテ レビジコン放送網の拡充計画の

具体案を策定するために調査団を派遣 した。同調査団は3か 月にわたる調査

活動の結果,テ レビジョン放送体制の強化拡充方策についての報告書をまと

めた。その内容は全国30数 局のテ レビ送信所と数局のスタジオ局を建設 して

国民の77%が サービスを受けられるよう企画 したものであり,1972年 の国家

評議委員会で承認された。この計画は予算等の事情 もあって,第1期 と第2

期に分けて実施されることになったが,資 金力の不足等もあって,進 ちょく

状況は余 りはかばか しくない。我が国は,こ のプロジェク トの成果を更にあ
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げ るた め,現 在,日 本 輸 出 入 銀 行 を 通 じて の 円借 款 を 行 うこ とを決 定 してお

り,今 後 も専 門 家 の派 遣 を行 う予 定 で あ る。

また,電 話 に つ い て は 現 在,国 民100人 当 た り1.05台 程 度 の 普 及 率 を 目指

して首 都 圏 に お け る電 話機 数 の大 幅 な増 強 を 図 って い る。 我 が 国 は この計 画

に積 極 的 に 協 力 す る こ と と し,47年 度 及 び48年 度 には 調 査 団を 派遣 し,基 本

計 画 の作 成 及 び 実 施 計 画 に 関 して タイ国 政 府 との 間 で協 議 を 行 った 。 また,

この計 画 の 実 施 に 際 して は 日本 輸 出入 銀 行 を 通 じて の 円借 款 を 行 うこ と とし

てい る。

イ.イ ン ドネ シ ア

イ ン ドネ シ アの 国 土 は,ジ ャ ワ,ス マ トラ,ス ラ ウエ シ,カ リマ ンタ ン,西

イ リア ンを は じめ とす る1万3千 の 島 し ょが,東 西5,300km,南 北1,800km

の広 大 な範 囲に 散 在 して い る こ とも あ って,イ ン ドネ シ ア政府 に と っては,

それ ら相 互 間 を 結 ぶ 通 信機 能 の充 実 が 重 要 な課 題 の一 つ に な って い る。

政 府 は独 立 以 来,'建 設5か 年 計 画(1956～1960),総 合8か 年計 画(1961

～1968)及 び 経 済 開 発5か 年計 画(1969～1973)の 中 で電 気 通 信設 備 の充 実

に 努 め て きた が,1973年6月 末現 在,電 話 の 普 及率 は100人 当 た り0.2台 で

あ り,ま た,島 し ょ間 を 結 ぶ 通信 網 も まだ 十 分 整 備 され て いな い 。

通信 に おけ る我 が 国 と イ ン ドネ シア との協 力 関 係 は,1961年 同国 へ 電 気通

信使 節 団 を派 遣 して 以 来,極 め て密 接 な関 係 に あ る。我 が 国は 同 国 が 島 国 で

国 土 が分 散 して い る こ と,ま た,海 運 が 同 国 の経 済 を支 え る重 要 な 施設 とな

って い る こ とに か ん が み,主 要 島 し ょ間 を 結 ぶ幹 線網 と しての マ イ ク ロ ウ ェ

ー ブ網 の建 設 ,放 送 網 の整 備 及 び船 舶 の 航 行 を援 助 す るた め の 沿 岸 無 線 網 の

整 備 に対 して 重 点 的 に 協 力 活動 を行 って きた 。我 が 国 は,こ れ ら プ ロジ ェ ク

トを推 進 す るた め,数 次 に わ た る調 査 団 を派 遣 す る と ともに,48年 度末 まで

に総 計102人 の 研修 員 の受 入 れ 及 び延 べ51人 の専 門 家 の 派 遣 を 行 っ て い る。

マ イ ク ロ ウ ェー ブ網 の 整 備 に つ い ては,1965年 に最 初 の 回線 網 が 日本 か ら

の 円借 款 に よ って,ジ ャ カル タ・バ ン ドン間 に 完 成,1973年3月 に は ジ ャ ワ ・

バ リ間 マ イ ク ロウ ェ ーブ 網 に発 展 した 。 更 に,現 在 日本 か らの 円借 款 に よ り
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東部マイクロウェーブ網計画が進行中であり,ま た,世 銀借款によるスマ ト

ラ縦断マイクロウェーブ網も建設中である。最終的にこれらの回線網を統合

して全国をマイクロウェーブと同軸 ケーブルとで結ぶ 「ヌサンタラ電気通信

網」を完成させる予定である。これが完成すれば,市 外通話は飛躍的に向上

し,テ レビの全国同時放送も可能になると期待されている。

沿岸無線網の整備については,1968年 に海岸局網整備のプロジェク トがス

ター トした。このプロジェク トは首都ジャカルタに設置する中央局を中心と

して全国を9ブ ロックに分け,そ こに基幹局及びサブステーションを設置し

て,こ れらの間を結び船舶に対し電信 ・電話サービスを提供 しようとするも

のである。我が国はこれに対 し,1970年 に調査団を派遣 して以来,技 術協力

と総額12億 円に及ぶ資金協力を行ってきた。

ラジオ放送については,情 報省は従来の短波放送に代え中波放送を全国的

に実施す ることとし,ジ ャカルタ,ス ラバヤ,メ ダン等に39局 を建設する中

波放送基本プランを立て,1971年 に我が国に協力を求めてきた。我が国はこ

の要請にこたえ 同年調査団を派遣 し,調 査結果に基づ き勧告を 行 うととも

に,放 送ア ドバイザーチームを送 り中波放送局の建設プラン,番 組計画,経

営,技 術一般について協力を行ってきた。更に,1972年7月,日 本 ・インド

ネシア間でこの中波放送局建設プランのうち,ジ ャカルタ,ス ラバヤ,メ ダ

ンの各局に対 し円借款を行 うことが合意された。

テレビジョン放送は,1962年8月 ジャカルタにおいて開催された第4回 の

アジア競技大会の際,日 本の賠償によって建設された施設を使用して始めら

れた。 その後,ジ ャワ島を縦断する中継回線が完成 し,テ レビ局 も増加し

た。テ レビ受信機の普及は1970年 ごろから急速に伸び,全 体では20万程度で

あるが毎年約20%の 伸びを示 している。国営テ レビ局は諸設備の取替改善を

行 うとともに,未 サービス地域に中継局を建設 し,ま た,主 要都市にスタジ

オを新設するなどのための4か 年計画を策定 した。我が国はこの計画に対し

円借款を行 うこととしている。

電話については,1973年6月 末現在の普及状況は,わ ずか24万 台(100人
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当た り0.2台)で ある。インドネシア電信電話公社は1974年 から始まる第2

次開発計画において100人 当た り6.5台を目標に増設を行 うこととしている。

これに対 しても我が国は協力を予定 してお り,47年 度にジャカルタ首都圏電

話網拡充計画の事前調査を行 うとともに,48年 度には ジャカルタ市内の電話

需要予測,長 期計画及び年度別実施計画に関する調査を実施し,な お継続中

である。

(3)こ れからの開発途上国援助

1970年 秋の第25回 国連総会で全会一致採択された70年代の世界開発戦略と

しての 「第2次 国連開発の10年」は,そ の目標の一つとして,先 進国による

援助量の拡大をあげている。具体的には,先 進国の援助量がおそくとも1975

年までに国民総生産の1%に 達すること,そ して政府開発援助も同時期 まで

に国民総生産の0,7%に 達することを求めている。

我が国の場合,援 助量全体は48年現在,国 民総生産に対 し1.42%と 目標の

1%を 既に達成 したが,政 府開発援助では0.25%(金 額で10億1,100万 ドル)

と非常に低 く,前 述の目標に達するには,更 に一層の努力を必要 と して い

る。

通信は一国の社会的基盤であり,そ の整備状況が社会,経 済に与える影響

は極めて大 きい。近年,開 発途上国は通信の重要性を認識 して,通 信網を充

実させるためのプロジェク トを積極的に推進 しは じめている。我が国は東南

アジアを中心として,中 近東アフリカ,中 南米の開発途上国に対 し,技 術協

力及び資金協力を行ってお り,国 際間の相互理解,友 好関係の樹立に大きな

成果をあげてきた。今後ますます増大する通信分野での我が国への国際協力

の要請に応じていくためには次のような配慮が必要とされ る。

第一は,海 外からの研修員の受入施設の整備である。政府ベースによる通

信関係の技術研修は,現 在,郵 政省のほか電電公社,国 際電電,NHK,民

間放送,通 信機器メーカー等の自社職員のための訓練施設などを利用 して行

っている。このような状況では,今 後増大する研修需要に対処 していくこと

は困難であ り,我 が国がこのような要請に応 じて効果的な国際協力活動を行
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っていくためには,通 信分野における専門の研修施設を設ける必要がある。

第二は,研 修員に対する事後指導の実施である。技術協力の結果が永続的

に一層効果を発揮するようにするため,巡 回指導班の派遣,帰 国研修員の日

本での再訓練などきめ細かい事後指導を行 う必要がある。

第三は,技 術協力専門家の養成,確 保である。通信分野における技術協力

専門家の需要は,研 修員の指導,現 地調査,現 地指導などの面で,今 後 ます

ます増大することが見込まれるので,通 信技術はもちろん教育技法,語 学,

現地事情に通 じた専門家を数多 く養成,確 保する必要がある。

第四は,個 々の援助プロジェクトの策定に当たっては,対 象国に対する総

合的,長 期的視野に立った検討を加えることであ る。単に相手国か らの要請

に基づいて援助活動を行 うのではなく.対 象国の実情に即 した通信 システム

の在 り方,優 先順位等を検討 した上で,技 術協力 と資金協力の間に有機的関

連を持たせた協力活動を行っていく必要がある。


